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「APEC 女性と経済フォーラム 2018声明」が採択されました。G20ブエノスアイレス・サミ

ット首脳宣言では「ジェンダー平等は、経済成長及び公正で持続可能な発展に不可欠である

こと」「女性や女児への差別・暴力を無くす取組の推進が重要であること」が表明されてい

ます。 

令和元年（2019 年）５月、フランスで G7男女共同参画担当大臣会合が開催され、「男女

平等に関するパリ宣言」が取りまとめられました。６月の G20大阪首脳宣言では、女性のエ

ンパワーメントに関する項目が本格的に盛り込まれ、９月には、APEC 女性と経済フォーラ

ム（チリ）において、2030年までに達成する努力が求められる目標を定めた「女性と包摂

的成長のためのラ・セレナ・ロードマップ」が取りまとめられました。 

国際社会の動向に沿って日本においても様々な取組が行われていますが、世界経済フォー

ラムが発表するジェンダー・ギャップ指数 2020において、日本は 153か国中 121位と過去

最低となりました。特に経済分野（153か国中 115位）と政治分野（同 144位）が低く、男

女平等や女性活躍の取組において国際的に後れを取っている状況が明らかになっています。 

令和２年（2020 年）は北京宣言から 25 周年（北京＋25）、UN-Women 設立 10 年、ＳＤＧｓ

採択から５年の節目の年です。世界規模での新型コロナウイルス感染症（COVID-19）危機が

ジェンダー不平等に基づく女性の状況をさらに悪化させているとして、国際的な協調がます

ます重要になっています。 

 

 

イ 国の動向 

国においては、平成 11年（1999 年）に「男女共同参画社会基本法」が制定され、男女

が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力

を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を、21世紀のわが国社会を決定す

る最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において施策や法整備が推進されてきまし

た。 

男女共同参画に関する近年の動きについて、 

○ 平成 27 年（2015年）に「すべての女性が輝く社会づくり本部」にて「女性活躍加速のた

めの重点方針 2015」が決定（平成 27年（2015 年）６月）。以後毎年重点方針を決定。 

○ 「『日本再興戦略』改訂 2015」が閣議決定（平成 27年（2015年）６月）。 

○ 女性活躍推進法（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律）が 10年間の時限立

法として成立（平成 27 年（2015 年）8 月）。同法に基づく基本方針も同年 9 月に閣議決

定され、平成 28 年（2016 年）4月に全面施行。 

○ 「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」が一億総活躍国民会議で決定

（平成 27年（2015年）11 月）。 

○ 「第 4次男女共同参画基本計画」が閣議決定（平成 27年（2015年）12月）。 

○ 平成 28 年（2016 年）9月以降「働き方改革実現会議」が開催。翌年 3月に「働き方改革

実行計画」が決定。 

○ 「若年層を対象とした性的な暴力の現状と課題～いわゆる『JK ビジネス』及びアダルト

ビデオ出演強要の問題について～」の提言を踏まえ、平成 29年（2017年）4月を「AV出

演強要・『JKビジネス』等被害防止月間」と位置付け 
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など、様々な取組や制度の整備等が進められました。 

平成 30年（2018 年）には、政治分野における女性の参画拡大に向けて、「政治分野にお

ける男女共同参画の推進に関する法律」が５月 23日に公布・施行されました。６月には、

「働き方改革関連法」（働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律）が成立

し、働き方改革の総合的かつ継続的な推進、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実

現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等の措置が講じられました。10月には、女

性に対するあらゆる暴力の根絶について、「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支

援センター」の全都道府県への設置が達成されました。 

令和元年（2019年）には、女性活躍推進法が改正され、令和２年６月１日から常時雇用す

る労働者数301人以上の企業について、一般事業主行動計画の策定や情報公表の取組が強化

されました。また、令和４年４月１日から、労働者数101人以上の企業まで、一般事業主行

動計画の策定・情報公表の義務化が拡大されます。  

令和２年（2020 年）現在、「第５次男女共同参画基本計画」の策定に向けた検討が進めら

れています。令和元年（2019 年）から開催されている第５次基本計画策定専門調査会で

は、目指すべき社会を、①男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、公

正で多様性に富んだ、活力ある持続可能な社会、②男女の人権が尊重され、尊厳をもって個

人が生きることのできる社会、③仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生

活、その他の社会生活、家庭生活を送ることができる社会、④SDGｓの達成に向け、男女共

同参画・女性活躍を分野横断的に主流化し、様々な主体が連携して取り組む社会として、計

画策定に向けた審議が進められています。 
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３ 第４次行動計画の進捗状況 

現行計画では、「日本一女性が働きやすい、働きがいのある都市の実現」を目指し

て、「女性管理職割合」や「女性有業率」の数値目標を掲げ、女性の就労支援やキャリ

ア支援を推進してきました。同時に、「男性の家事・育児・介護参画」や「地域活動へ

の参加」についても数値目標を掲げ、地域や社会の理解促進も進めてきました。 
女性の就労支援については一定の成果が出ており、Ｍ字カーブの底上げが図られて

います。一方、男性の家事・育児参画や社会の理解促進、地域活動への参加について、

この間の改善傾向が薄く、次期計画での一層の取組強化が求められます。 
また、ひとり親家庭の自立支援や、ＤＶの防止及び被害者の自立支援など、困難を

抱える女性の支援については、次期計画でも引き続き重点的に取り組むことが必要で

す。 

 

取組分野Ⅰ あらゆる分野における女性の活躍 

○市内企業及び市役所の管理職（課長相当職以上）に占める女性割合は、市内事業

所 15.1％、市役所 17.8％です。30％目標達成には道半ばの状況ですが、増加傾向

にあります。 
○25～44 歳の女性の有業率は、全年齢層平均で上昇傾向にあり、ライフイベントに

よる離職が減少傾向にあることが推測されます。 
○女性起業家支援による創業件数は、45 件／年と目標値を上回るペースで推移し

ており、段階に応じたきめ細かな支援が数値につながっています。 
○附属機関における女性参画比率については、計画期間を通してほぼ変化がなく、

目標値 50％に対して 39.9％となっています。 
 
取組分野Ⅱ 安全・安心な暮らしの実現 

○ひとり親家庭の就労者数は３年経過時点で目標値を超えています。就労支援の実

施に加えて有効求人倍率が高いことなどが考えられます。 
○市民のＤＶに対する理解について、精神的、経済的、性的ＤＶにあたる行為を「ど

んな場合でも暴力にあたる」と認識する人の割合は計画策定時からほぼ横ばいで、

身体的暴力を除いて社会的認知は進んでいません。また、相談件数は約 5,000 件

で推移しており、若い世代の相談件数が非常に少ない状況があります。 
 
取組分野Ⅲ 男女共同参画の社会に向けた理解の促進・社会づくり 

○男性の育児休業取得率は、目標値には届いていませんが上昇傾向で 7.2％です。 
○女性と男性の家事・育児・介護時間の割合は改善傾向が見られず、男女間での格

差が依然として大きい状況です。 
○地域活動に参加したことがない市民の割合は計画策定時より増加しており、地域

活動の担い手不足やソーシャルビジネスの必要性が顕在化しています。 
 

※数値はすべて直近の調査による 
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３ 第５次行動計画策定にあたっての視点 

(1) ＳＤＧｓの視点を踏まえた計画推進について 

・「横浜市中期４か年計画 2018～2021」では、計画を推進する基本姿勢として、あ

らゆる施策においてＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）を意識して取り組んでいく

こととしています。これに基づき、第５次横浜市男女共同参画計画においても、

「誰一人取り残さない」を基本理念とするＳＤＧｓの視点が包括的に取り入れら

れることが必要です。 
・同時に、目標５「ジェンダー平等」が市の政策・施策を進める際の基本的な視点

として共有されることを期待します。 
 

(2) 「目指すべき都市像」について 

・現行計画が掲げる「誰もが安心と成長を実感できる、日本一女性が働きやす

い、働きがいのある都市の実現」を継承しつつ、次期計画の重点や新たな視点

を表現することが求められます。 

・現行計画に引き続き、女性活躍では経済的な観点も考慮することが重要です。 

・男女共同参画社会の実現に向けては、男女格差や女性特有の困難に焦点を当て

つつも、男性や性的少数者の課題も踏まえ「性別にかかわりなく」という観点

が望ましいです。  

(3) 指標の考え方について 

・現行計画では、計画期間内の達成が難しいと認識していながら、あえて「あるべ

き姿」を目標値としている項目がありますが、「あるべき姿」と「５か年間の行

動計画における目標（値）」は区別して考えるほうが適切だと考えます。 
・現行計画では、取組分野ごとに「成果指標」、「関連指標」「活動指標」の３つの指

標が設定されていますが、各指標の定義や関係性が必ずしも明確でありません。

成果指標（アウトカム）と施策・事業の進捗状況（事業量、アウトプット）は区

別して、より分かりやすい形で設定されることが求められます。 
・男女共同参画・女性活躍分野の取組は、様々な施策が複合的に関わり効果を発揮

するものであることから、成果指標は施策ごとではなく計画全体で代表的なもの

を設定するほうが望ましいです。 

 (4) 性の多様性への配慮と男女共同参画社会の推進について 

・性のあり方の多様性を踏まえ、性的少数者も含めて「性別にかかわりなく」

「それぞれの個性と能力を十分に発揮し」「対等に参画できる」社会の実現が

大切であり、行動計画においても、その点に十分な配慮が必要です。 

・一方で、職業生活その他社会生活及び家庭生活で、男女の格差や、性別による

固定的な役割分担等を反映した制度・慣行、女性への人権侵害は未だ大きな社
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会課題であり、引き続き課題解決に向けた取組の推進・強化が必要です。 

(5) 市役所の取組について 

・現行計画では、市役所の取組が限定的にしか記載されていませんが、市内企業

や市民に対して、市役所が自ら率先して取り組む姿勢を示すことは、非常に重

要です。 
・次期計画では、男性の育児休暇・休業の目標設定や、学校教職員の働き方改革

を含め、市役所の取組がより幅広に記載されることが求められます。 
・特に男性職員の育児関連休暇について、100％取得を目標として打ち出すこと

を期待します。 
 

４ 第５次行動計画の施策体系 

現行計画の施策体系は、横浜市男女共同参画推進条例の「基本理念」（第３条）

及び「基本的施策」（第７条）を踏まえつつ、国の男女共同参画基本計画に合わせ

た４つの「取組分野」と４つの「重点施策」、それに基づく26の「施策」、118の

「主な事業」から構成されています。 

重点施策は明確に打ち出されているものの、施策や事業の数が多いため、分か

りづらく、進捗管理が難しいという課題がありました。次期計画においては、市

民や事業者の皆様への分かりやすさを第一に、施策体系を整理することが望まし

いです。現行計画からの継続性や横浜市中期４か年計画との整合性も考慮し、次

のとおり「３つの政策」と「行政運営」、「（３つの政策に基づく）10の施策」

から構成することを提案します。 

 

■第５次行動計画の施策体系（案） 

政策Ⅰ 女性活躍のさらなる推進 

 施策１ 働きたい・働き続けたい女性の活躍推進 

 施策２ 誰もが働きやすい職場づくりや社会環境づくり 

 施策３ 市役所における女性活躍・男女共同参画と働き方改革 

政策Ⅱ 安全・安心な暮らしの実現 

 施策４ ＤＶ防止とあらゆる暴力の根絶 

 施策５ 困難を抱えた女性への自立支援 

 施策６ ライフステージに応じた女性の健康支援 

 施策７ 多様な性のあり方への支援と理解の促進 

政策Ⅲ 誰もが活躍できる豊かな地域・社会づくり 

 施策８ 男性の働き方改革と家事・育児への参画推進 

 施策９ 地域・教育における男女共同参画の推進 

 施策 10 広報・啓発による意識改革と機運醸成 

行政運営 行動計画の推進 

 行動計画の推進に係る体制整備 
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５ ３つの政策と行政運営の方向性 

【政策Ⅰ】女性活躍のさらなる推進  

・女性の就労について、就労継続とキャリアアップを両輪で推進する。  

・働きたい、働き続けたい女性への再就職・転職支援の充実を図る。 

・女性リーダー育成、女性管理職増に向けた取組を強化する。 

・女性の起業支援や働く女性のネットワークづくりに継続的に取り組む。  

・男女がともに働きやすく、活躍できる職場づくりを、市内中小企業を中心に 

より広く浸透させる。 

・仕事と子育て・介護等の両立に向けた社会環境づくりを推進する。 

・男性の育児関連休暇・休業取得促進の取組を切り口に働き方改革に弾みをつ  

ける。  

・市役所の取組について目標を掲げ、行政自ら率先して取り組む姿勢を示す。 

 

【政策Ⅱ】 安全・安心な暮らしの実現  

・ＤＶへの相談対応と被害者支援に向けて着実に取組を継続する。 

・ＤＶの未然防止に向けて、特に若年層の相談対応や予防教育を充実させる。 

・性暴力や性被害を容認しない社会風土の醸成を図るとともに、関係機関と連 

携して被害者支援に取り組む。 

・若年無業者・非正規職シングル女性、ひとり親家庭など、困難を抱える女性 

への自立支援を強化する。 

・様々な困難を抱える外国人女性・母子等に対する支援を充実する。  

・ハラスメントに関する理解促進と、企業のハラスメント対策を推進する。 

・ライフステージに応じて変化の大きい女性特有の健康課題を支援するととも 

に、妊娠・出産等に関する若い世代への正しい知識の普及を図る。  

・多様な性のあり方への理解促進と、性的少数者への支援に取り組む。  

 

【政策Ⅲ】 誰もが活躍できる豊かな地域・社会づくり  

・男性の家事・育児参画の機運を醸成し、具体的な機会や情報を提供する。 

・地域活動における男性の参画促進と政策・方針決定過程への女性の参画拡大  

に取り組む。 

・地域防災において、意思決定の場への女性参画を拡大するとともに、女性の 

視点を防災対策により一層反映させる。 

・男女共同参画の観点から、学校や大学等と連携したキャリア教育の充実やリー

ダーシップ開発、性別にかかわらない進路選択の機会拡充を図る。 

・男女共同参画の観点から、大学や関係団体等と連携して国内外へ情報発信を行

う。 

・誰もが性別にかかわりなく活躍できる豊かな社会づくりに向けて、継続的に 

広報・啓発を行い、社会の機運醸成を図る。 
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【行政運営】推進体制の整備・強化  

・計画の推進に向けた庁内外の体制を整備する。 

・計画の進捗管理・評価のため、実施主体を明らかにする。 

・公益財団法人男女共同参画推進協会と連携し、地域特性を踏まえて男女共同 

参画センター３館を拠点とした専門的・総合的・重層的な継続支援に取り組 

む。 
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また、求職者の就労支援を目的とした、市民向けの総合案内窓口である横浜市

就職サポートセンターでは、専任の相談員が個別相談によりアドバイスを行い、

早期就職に向けて一貫したサポートを行います。 

 

 〇女性管理職の育成や登用促進 

  働く女性に対するリーダーシップ開発や役員養成の機会を充実させるととも

に、よこはまグッドバランス賞認定企業をはじめとした市内企業の経営者や管理 

職に向けて、女性管理職登用に関する理解を深めるセミナーなど、女性管理職育

成に向けた支援を行います。 

 〇女性の起業と起業後の成長支援 

  起業準備段階から利用できる相談窓口の設置や起業をめざす女性たちの支援拠

点「F-SUSよこはま」「女性起業 UPルーム」の運営のほか、新たなビジネスチャン

スの創出に向け市内百貨店等と連携した女性起業家の商品販売・事業 PRを実施し

ます。 

 ○職住近接の推進 

  短い通勤時間で働ける環境づくりに向けて、就労希望を持つ女性と人材確保を

課題とする市内企業の双方に対し、マッチングにつながる情報提供等を行いま

す。 

○働く女性のネットワークづくり 

 学びと交流のためのイベント「横浜女性ネットワーク会議」など、多様な交流

の場をつくり、持続的な関係づくりやネットワークづくりを推進します。また、

女性活躍やダイバーシティの推進に向けた取組事例の共有や意見交換、人材育成

を目的とした異業種交流を進めます。 

○多様で柔軟な働き方等の取組を行う企業への支援《施策２関連施策》 

○男性の働き方改革と家事・育児への参画推進《施策８関連施策》 

 

 

施策２ 誰もが働きやすい職場づくりや社会環境づくり 

 
✦目標と方向性 

 女性の活躍やワーク・ライフ・バランスを推進するため、誰もが働きやすく活躍

できる職場づくりを推進します。市内中小企業等に対して、仕事と家事・育児・介

護等との両立支援、多様で柔軟な働き方の推進、男性育休の取得促進、ハラスメン

ト防止対策等の働きかけを行います。また、待機児童対策や放課後の居場所づくり

など両立支援のための社会環境づくりを進めます。 

 

✦現状と課題  

・働き方改革関連法が成立したものの、中小企業においては人員的に余裕がないこと

などから取組が進んでおらず、中小企業が意欲をもって取り組む仕組みづくりや、
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具体的な支援が求められています。 
・夫、妻ともにフルタイム就労の共働き世帯は増え続けています。超高齢社会の進展

から介護による時間制約を抱える人も今後増加することから、仕事と育児・介護の

両立に向けた環境づくりの重要性は高まっています。 
・男性の育児休業取得に対する市民意識は、肯定的な考え方の割合が高い一方、実際

の取得率は依然として低い状況が続いており、育休を取得しやすい職場環境づくり

が求められています。 
・企業におけるセクハラ対策は進んできていますが、マタハラやパワハラへの対策は 
未対応の企業が多い状況にあるため、企業への理解促進や防止対策に向けた支援が 
必要です。 
 

✦主な取組（事業）  

○企業認定制度（よこはまグッドバランス賞） 

 男女がともに働きやすい職場づくりに取り組む市内企業等を認定・表彰する

「よこはまグッドバランス賞」の取組を充実させ、女性の活躍やワーク・ライ

フ・バランスを一層推進します。また、大学生や転職希望者に向けて企業の取組

を PRする機会をつくることで、認定企業の人材確保やイメージ向上に向けた支援

を行います。 

○多様で柔軟な働き方等の取組を行う企業への支援 

 中小企業等の人材確保・定着に向けた柔軟な働き方への環境整備やテレワーク

導入、多様な人材の確保に向けた職場環境 PR支援などに関する費用を助成するほ

か、専門家を直接派遣し、企業の実情に応じた具体的なアドバイスを行います。 

また、ワーク・ライフ・バランスの考え方や女性活躍推進の重要性、具体的な

方策等について、セミナー開催やポータルサイトにより情報発信を行います 

○公共調達等によるインセンティブの付与 

 男女共同参画、女性の活躍推進に取り組む企業に対して、公共調達等において

積極的に評価することにより、受注機会の増大などを図ります。 

 〇仕事と育児・介護の両立に向けた環境づくり 

 保育所等の整備や、保育士等の人材の確保に向けた取組による待機児童対策の

推進や、小学生の放課後の居場所の確保、介護離職を防ぐための情報提供など、

仕事と介護の両立を支援します。 

〇男性の育児休業取得の促進 

 よこはまグッドバランス賞認定企業をはじめ、男性の育児休業取得に積極的に 

取り組む企業の事例紹介や、国の両立支援等助成金の紹介を通じて、男性が育児 

休業を取得しやすい職場環境づくりを推進します。 

〇ハラスメント防止対策 

 ハラスメントの防止に向けて、市内企業に対し、出張講座やセミナーなどを実

施します。また、横浜市男女共同参画推進条例に基づく「男女共同参画に関する

人権侵害の相談・申出制度」により、総合的な解決に向けた支援を行います。 

○健康経営の取組支援《施策６関連施策》 
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施策３ 市役所における女性活躍・男女共同参画と働き方改革 

 
✦目標と方向性 

 行政自らが率先して取り組む姿勢で、横浜市役所における女性活躍・男女共同参

画と働き方改革を進めます。女性のキャリア形成支援や責任職登用、男性職員の育

休取得推進などを中心に取組を強化します。また、女性職員の少ない技術・技能系

職場を中心に、女性の働きやすい職場づくりに向けた取組を進めます。さらに、学

校現場における教職員の働き方改革を推進します。 

 

✦現状と課題  

・新採用職員に占める女性割合は概ね 40～50％で推移しています。 
・女性責任職（係長級以上）の割合は 20~23％で推移しています。女性職員の昇任試

験受験率は上昇していますが、男性職員の受験率を大きく下回っています。 
・男性職員の育休取得率は、民間企業と比べると高い水準となっていますが、育休を

取得していない男性職員の３人に１人が取得希望を持っており、積極的な育児参画

の支援が必要です。 
・「時間」や「場所」にとらわれない多様で柔軟な勤務形態である在宅型テレワーク制

度や横浜版フレックスタイム制度を令和元年度から導入しています。 
・女性職員の少ない職場では、採用強化や職場環境改善が求められています。 
・学校現場では、経験年数が 10 年以下である若い教員が約５割という状況であり、

今後、出産・子育てや介護に携わる教職員の増加が予想されるため、長時間労働を

解消し、持続可能な勤務環境を実現する必要があります。 
・女性が少ない分野における附属機関の女性参画は進んでいません。 
 
✦主な取組（事業）  

○市役所における男女がともに働きやすく働きがいのある組織の実現 

「横浜市職員の女性ポテンシャル発揮・ワークライフバランス推進プログラ 

ム」に基づき、女性職員の育成・登用を進め、性別や家庭事情等にかかわらず、

全ての職員が意欲と能力を最大限に発揮できる組織をつくります。また、誰にと

っても働きやすい職場環境づくりを進めるために、職員の勤務形態の多様化につ

いて、研究・検討していきます。 

○技術・技能系職場等における女性活躍の推進 

 土木や交通など技術・技能系職場を中心に、トイレ・更衣室等の環境整備な

ど、女性技術職員の働きやすさにつながる職場づくりを進めます。また、女性職

員の少ない一部の職種・職域において、採用強化に向けた取組を進めます。 

○学校現場における教職員の働き方改革 

 学校の勤務環境を改善し、働き方改革を進め、学校を魅力的で安定的かつ持続

可能な環境に変えていくため、「横浜市立学校 教職員の働き方改革プラン」を推

進します。 
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〇ハラスメント防止対策 

 横浜市ハラスメント対応指針の周知やハラスメント防止に関する研修を実施す

るほか、外部相談窓口などで職員の相談を受け付け、迅速に対応します。また、

学校現場におけるセクハラ防止対策として、児童生徒・保護者等に対する相談窓

口に関する周知や、教職員への研修を実施します。 

○市附属機関等への女性参画比率の向上 

 横浜市附属機関等の委員への女性の参画を促進し、政策や方針の決定過程への

女性の参画を拡大することで、市政の政策形成に多様な視点を取り入れます。 
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政策Ⅱ 安全・安心な暮らしの実現 

 

施策４ ＤＶ防止とあらゆる暴力の根絶 

 

✦目標と方向性 

 ＤＶ防止と被害者の支援に向けて、相談支援、安全確保、自立に向けた支援の取

組を進めます。特に若年層向けの啓発・教育や相談窓口の充実、児童虐待対応部署

と連携した対応の強化を図ります。 

さらに、性暴力や性犯罪等、性や性別に関わるあらゆる暴力の社会的理解の促

進・未然防止や被害者等支援などの取組を推進します。 

 

✦現状と課題  

・横浜市のＤＶ相談件数は横ばい（年間約 5,000件）ですが、警察への相談件数は 

増加しています。 

・男性からの DV被害者相談は全体の約１割ですが、増加傾向にあります。 

・女性緊急一時保護件数は、平成 25年度をピークに減少傾向です。減少の理由とし

て、女性緊急一時保護における通信制限や外出制限等、相談者のニーズとマッチ

しないことが考えられます。 

・ＤＶ被害者、生きづらさや困難を抱える女性及びその同伴家族に対する安全の確

保や保護から自立に向けた支援を総合的に行うとともに、関係機関との更なる連

携強化も必要です。 

・暴力の未然防止には、若い世代への広報啓発や予防教育が重要であり、若年層に

身近なＳＮＳ等を活用して相談対応を充実させる必要があります。 

・ＤＶ加害者更生のための支援が求められています。 

・子どもの面前でのＤＶは子どもに対する心理的虐待であり、子ども自身にも暴力 

等が及ぶこともあるなど、ＤＶと児童虐待は同時に起こることが少なくありませ 

ん。 

・犯罪白書（法務省、令和元年度）における平成 30年度の強制わいせつ被害発生率

は、男性が 188件で 0.3%に対して女性は 5,152件で 7.9%であり、性暴力に関する

被害者は女性が圧倒的に多いです。「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ

支援センターを対象とした支援状況等調査」（内閣府、令和元年度）によると、性

暴力の被害者は女性が電話相談で 87.7%、面談で 97.8%を占めています。 

 

✦主な取組（事業）  

○ＤＶの相談支援体制の充実 

 こども青少年局を統括・調整部署とし、区福祉保健センター、男女共同参画セ

ンターの３者が一体的に「横浜市ＤＶ相談支援センター」の機能を果たし、性別

を問わずＤＶ被害者への相談・支援を行うとともに、関係機関と連携し、相談支

援体制を充実します。また、職員等への研修を実施し、支援者の育成と資質向上
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施策５ 困難を抱えた女性への自立支援 

 

✦目標と方向性 

若年無業者や非正規職シングル、ひとり親家庭等、経済的リスクや生きづらさを

抱え、生活上の困難に陥りやすい女性への自立支援を行います。就労支援や自立支

援、当事者同士で支えあうための自助グループ支援などを通して、困難な状況から

早期に脱し、安全・安心な環境で暮らしていけるための取組を進めます。 

 

✦現状と課題  

・若年無業の女性は「家事手伝い」等とみなされ、統計的に「見えづらい存在」と  

 なっています。 

・非正規職シングル女性は就職氷河期世代に多く、不本意に非正規職についている

割合が高いです。また、単身高齢者は増加を続けており、特に女性の単身高齢者

は収入が低い傾向にあります。 

・横浜市のひとり親家庭数は約２万６千世帯であり、母子家庭では非正規雇用での 

就労が半数近くを占めています。 

・平成 29年度「ひとり親世帯アンケート調査」における児童扶養手当や養育費など

も含む年間世帯総収入の平均は、母子家庭で 361万円、父子家庭で 643万円とな

っており、母子家庭では生活費に関する悩みを多く抱えています。 

・外国人は、言語や文化・価値観、生活習慣を背景に、地域における孤立等の困難

に加えて、女性であることによりさらに複合的な困難に置かれていることが多

く、多言語での情報提供や相談体制の整備などが求められています。 

 

✦主な取組（事業）  

○若年無業や非正規職シングル女性への支援 

 若年無業の女性の中でも、特に就労や人間関係の構築に困難を抱える方に対

し、就業準備講座を実施します。また、非正規職で働くシングル女性の不安や今

後の働き方に焦点をあてた事業を実施します。 

○ひとり親家庭の女性への就労支援・自立支援 

 ひとり親家庭の特に女性は、就業や子育て、生活等の様々な面で困難を抱えや

すく、経済的に不安定になるリスクが高いため、「貧困の世代間連鎖」に子を陥ら

せないための観点も含めた総合的な支援を行います。 

 また、市営住宅の募集において、ひとり親世帯（母子・父子世帯）への当選倍

率優遇や、「子育て世帯」（ひとり親世帯含む）に対して、収入基準緩和、当選倍

率優遇、子育て世帯限定（入居期限なし）の住宅募集等を行います。 

○外国人等への支援 

 「横浜市多文化共生総合相談センター」を中心に、市内 10か所の国際交流ラウ

ンジや関係機関が連携しながら、女性が抱えやすい困難を踏まえ、市内在住の外

国人等への総合的な情報提供・相談対応を行います。また、男女共同参画センタ

ーにおいて、外国にルーツを持つ女性の生活課題やニーズに関する調査などの実
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態把握を行います。 

○自助グループ支援 

 女性特有の病気、暴力や性的な被害、アルコールやギャンブルなどの依存症、

母子家庭など、男女共同参画の観点で同じ悩みを抱える当事者同士が、気持ちや

経験、情報を分かち合い、支え合うための場を提供し、活動を支援します。 

○ハラスメント防止対策の推進（施策２関連施策） 

 

 

施策６ ライフステージに応じた女性の健康支援 

 

✦目標と方向性 

誰もが生涯を通じて適切に健康管理を行えるよう取組を進めます。特に女性は、

思春期から妊娠・出産、更年期、高齢期などライフステージごとの変化が大きく、

特有の健康課題があることから、心身の状態に応じて必要なサポートを得られるよ

う支援します。また、性や妊娠・出産に関して、女性が自らの意思で選択し健やか

に生きられるよう、若い世代への正しい知識の普及啓発を図ります。 

 

✦現状と課題  

・出産する女性の３人に 1 人が 35歳以上で出産しており、全国と比べても高い数値  

 となっています。出産年齢が高齢化すると、合併症のリスクが高まり、母体や胎 

 児に様々な影響があるだけでなく、産後の母体の回復が長引く傾向にあります。 

・子育て世代の多くは就労していることから、企業や事業所が行う健康管理のあり 

方が健康寿命の延伸に向けて重要です。 

・一生のうちにがんと診断される人は日本人の２人に１人と、がんは身近な病気で

あり、20～50代前半では女性のり患者数が男性を上回っており、この世代では女

性の方ががんになるリスクが高くなっています。診断後に、約３割が退職したと

いう調査があり、がん治療と就労の両立が課題です。 

・健康寿命と平均寿命との差が男性は 9.85歳、女性は 12.56歳、平均自立期間と平 

均寿命の差が男性は 1.76歳、女性は 3.74歳と差があります。特に、要支援とな

った原因は男女で傾向が異なっており、男性は「高齢による衰弱」「脳血管疾患」

「心臓病」などの生活習慣病が多いのに対し、女性は「骨折・転倒」「関節疾患」

が多くなっています。 

 

✦主な取組（事業）  

○誰もが安心して出産・子育てができる環境づくり 

 不妊・不育に関する相談体制や女性のための健康相談への対応を充実させるほ

か、特定不妊治療（体外受精・顕微授精）及び男性不妊について、治療費の一部

を助成します。また、子育て負担の軽減を図るため、産前産後支援ヘルパーを派

遣し、安定した生活を送れるよう支援します。 
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○健康経営の取組支援 

 健康経営に積極的に取り組む事業所を認証する「横浜健康経営認証制度」等を

活用し、働き世代の健康づくりを推進します。また、女性の就業増を受けて、女

性が働く上で必要な体力・気力を維持できるような取組を進めます。 

○女性特有のがん対策 

 女性特有のがんである子宮頸がん、乳がんは 20～40代の子育て・働き世代の女

性にも多いことから、検診などによる早期発見が重要です。また、がん治療と生

活・仕事の両立支援等ライフステージに応じた対策等を推進します。 

○健康づくり・介護予防・高齢者の支援 

 健康寿命と平均寿命の差を踏まえ、若い世代から継続的に健康づくりに取り組

み、将来の介護予防につなげるため、健康行動の習慣化や定着化に向けて取組を

推進します。 

また、高齢者の社会参加や生きがいづくりにつながる活動の支援を行います。 

○性に関する適切な教育、妊娠・出産・不妊に関する正しい知識の普及啓発 

 学校教育を通じた性に関する適切な教育を推進するため、教職員対象の研修等

を実施します。また、若い世代に妊娠や不妊、出産に関する正しい知識を伝える

取組を充実させます。さらに、様々な事情から予期せぬ妊娠をした人の相談窓口

「にんしんＳＯＳヨコハマ」により、切れ目のない相談支援を充実します。 

○女性特有の健康課題へのアプローチ 

  産後、更年期、女性のがん等、女性特有の健康課題について情報提供し、健康 

の維持や疾病予防、治療方法の選択に主体的に取り組めるよう支援します。ま 

た、女性の健康課題別に運動により予防や症状の軽減を図る取組を実施します。 

 

 

施策７ 多様な性のあり方への支援と理解の促進 

 

✦目標と方向性 

性的少数者が深刻な生きづらさを抱えている実態を踏まえ、多様な性のあり方に

関する社会的な理解の促進や、暮らしの中での様々な困難への対応、差別・偏見の

解消などの取組を推進します。また、性的少数者に対して、各現場や職場において

必要な配慮が広がるよう、社会への啓発とともに、企業・学校・行政等への研修の

充実を図ります。 

 

✦現状と課題  

・性的少数者の割合は 20人に１人とも言われますが、差別や偏見を恐れてカミング 

アウトしていない人も多く、可視化されにくい状況にあります。 

・「世の中は男性と女性だけで、異性を好きになることが当たり前」とされている社 

会において、性的少数者は性的指向や性自認を理由とした偏見や差別、暮らしの 

中での困難に直面しているといわれています。 

・誤解や理解不足から生じる偏見や差別を解消するために正しい知識を身につけ、 
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理解を深めるとともに、当事者への支援が求められます。 

・国の自殺総合対策大綱では、性的少数者の希死念慮の割合の高さと、その背景に

は性的少数者に対する無理解や偏見等があることにふれ、教職員の理解を促進す

ることとしています。 

・令和元年 12月から「横浜市パートナーシップ宣誓制度」を開始し、宣誓された方

が自分らしくいきいきと生活されることを応援していくとともに、周囲の理解促

進を図り、一人ひとりが互いの人権を尊重し、多様性を認め合い、ともに生きる

社会の実現を目指します。 

 

✦主な取組（事業）  

○研修・教育・啓発の推進 

 多様な性のあり方への理解促進のため、市民や企業等への啓発、学校教職員へ

の研修を実施します。あわせて、市役所や学校において、性的少数者に配慮した

具体的な取組を進めます。 

○相談・支援事業 

 性的少数者であることを理由に困難な状況に置かれている方々等に対し、臨床

心理士による個別専門相談や安心して過ごすことができる交流スペースの提供を

行うほか、自助グループ等への支援を実施します。 

○パートナーシップ宣誓制度 

 性的少数者や事実婚の方など、同性・異性を問わず、お互いが人生のパートナ

ーであることを約束した２人が宣誓を行い、市が宣誓を受けたことを証明する制

度です。日常生活における様々な場面で２人の関係を証明する手段として活用さ

れることが期待されます。なお、宣誓された方は、市営住宅の入居に際して同居

可能な親族としてみなされます。 
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政策Ⅲ 誰もが性別にかかわりなく活躍できる豊かな地域・社会づくり 

 

施策８ 男性の働き方改革と家事・育児への参画推進 

 

✦目標と方向性 

長時間労働の抑制など働き方の見直しや、男女の性別役割分担に関する意識改革

によって、男性にとってもワーク・ライフ・バランスが実現しやすい環境づくりを

進めます。特に男性の家事・育児参画を進めるきっかけづくりや具体的な機会を提

供することにより、男女が共に主体的に仕事と家事・育児に関わり暮らすことがで

きる社会の実現を目指します。 

 

✦現状と課題  

・夫・妻ともにフルタイムで就労している共働き世帯の割合が上昇傾向にあり、性

別にかかわらず家事・育児・介護等へ参画することの重要性が増しています。 

・仕事と家庭生活の両立を希望する男性も増えている一方で、家事・育児・介護等

に費やす時間はいまだ女性に大きく偏っています。 

・男性の家事・育児・介護等への参画を促すためには、長時間労働など労働慣行の

見直しや多様で柔軟な働き方の創出などの企業への働きかけと共に、男性の具体

的行動を喚起するための取組が期待されています。 

 

✦主な取組（事業）  

○男性の家事・育児等への参画促進 

 企業等との連携により、男性の家事・育児参画に対する抵抗感を払しょくし、

具体的な行動を喚起するための取組を行います。例えば、夫婦やパートナー同士

で家事育児のあり方について話し合うきっかけづくりや、男性が基本的な家事ス

キルを学ぶ講座など、様々な形で働きかけを行います。 

○共に子育てをするための家事・育児支援 

 男女が共に主体的に子育てをし、ワーク・ライフ・バランスを図りながら子育

てを楽しみ、暮らすことができる社会の実現に向け、身近な地域での父親育児支

援講座を実施します。また、ウェブサイトや広報物等で、男性の家事・育児支援

に関する情報提供と市民への啓発を行います。 

○市民向けワーク・ライフ・バランスの普及・啓発 

 働き方を見直し、仕事以外の時間の過ごし方を充実させるなど、仕事と生活の

両方を大切にするライフスタイルについて考えるキャンペーン活動を展開しま

す。 

○多様で柔軟な働き方等の取組を行う企業への支援（施策２関連施策） 

○男性の育児休業取得の促進（施策２関連施策） 

○教育における男女共同参画の推進（施策８関連施策） 
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施策９ 地域・教育における男女共同参画の推進 

 

✦目標と方向性 

地域活動における男女共同参画を進め、多様な人が地域で活躍し、安心して暮ら

すことができる豊かな社会の実現を目指します。特に地域防災については、女性の

参画を進めるとともに、女性の視点に立った防災対策の充実を図ります。 

また、次世代を担う子どもや若者が性別にかかわらず自分らしい生き方を選べる

よう、学校や地域、家庭における教育の機会の充実を図ります。 

 

✦現状と課題  

・これまで、高齢者福祉や子育て、防災・防犯活動、環境活動等、地域で行われる 

様々な活動は、専業主婦をはじめとした女性が多くかかわってきました。働く女

性の増加や担い手の高齢化などにより、地域活動の担い手は不足しています。 

・過去の災害時には、育児、介護、家事などの家庭的責任が女性に集中しました。 

 また、女性や子どもを狙った犯罪が増加するなど問題が明らかになっています。 

・若い世代にも根強い性別役割分担意識を踏まえ、性別に関わらず主体的に自分自

身の生き方を選択することについて、児童生徒が早い段階で理解を深めることが

重要です。また、教育関係者への理解促進も求められます。 

・理工系分野など、女性の参画が進んでいない分野への進路選択を希望することに 

対する社会的な理解を深める必要があります。 

 

✦主な取組（事業）  

○地域活動等における多様な人材の活躍推進 

 地域活動の担い手の多様化を進め、人材の確保・育成につながる支援や情報提

供などの活動支援を行います。 

○市民団体等の育成・連携 

 男女共同参画推進に関わる市民団体等のネットワーク化や育成・支援を行い、

協働で取組を進めます 

○地域防災における男女共同参画の推進 

 災害時の支援における男女のニーズの違いに配慮し、男女共同参画の視点から

の災害対策を進めます。また、より多くの女性が地域防災の担い手として参画で

きるよう取組を進めます。 

○教育における男女共同参画の推進 

 成長の段階に応じた男女共同参画の理解促進を図ります。小中学生向けに性別

役割分担意識や男女共同参画に関する補助教材を作成します。 

大学生など若い世代向けに、固定的な性別役割分担意識にとらわれず、職業や

家事育児を含めて主体的に自分の生き方を選択することや、自分らしいリーダー

シップを発揮することを学ぶ機会の充実を図ります。市内大学で学生を対象とし

た実践型の授業を展開するほか、市内大学と連携して「よこはまグッドバランス

賞」認定企業と学生が交流する機会をつくり、学生のライフキャリア形成を支援
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します。 

 さらに、女子中高生・学生に対し、理工系など女性の参画が進んでいない分野

を進路選択しやすくなる機会を増やします。 

 

 

施策 10 広報・啓発による理解促進と機運醸成 

 

✦目標と方向性 

誰もが性別にかかわりなく活躍できる豊かな社会づくりに向けて、NPO等や企業、

国と連携しながら継続的に情報発信を行い、社会の機運醸成を図ります。また、性

別役割分担意識や性別にまつわる困難など男女共同参画に関する意識や実態につい

て調査・研究を行い、先進的な取組の検討や効果的な広報・啓発につなげます。 

 

✦現状と課題  

・性別役割分担意識について、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という

考え方は変化してきましたが、社会通念・慣習・しきたりなどで「男性の方が優

遇されている」と感じる市民は 77.2％と高い状況です。性別にかかわらず個性と

能力を発揮し、対等に参画できる社会の実現に向けて、継続な広報・啓発、理解

促進に向けた取組が必要です。 

・市民に身近な基礎自治体として各施策を強力に推進するため、男女共同参画に関

連する民間団体や関係機関、他の自治体等との連携を強化する必要があります。 

 

✦主な取組（事業）  

○男女共同参画推進に関する広報 

 市民・事業者等が男女共同参画社会や女性活躍の必要性、意義等の理解を深め

られるよう、固定的な性別役割分担意識や、無意識の偏見の解消、慣習や制度の

改善・改革に関する広報・啓発を行います。 

○テーマ別キャンペーン事業の展開 

 男女共同参画に関わる記念日や週間事業を通して、多様な主体と連携しなが

ら、重点テーマの理解促進を図ります。 

○男女共同参画に関するライブラリの運営 

 男女共同参画の専門図書館として、様々な媒体情報の収集・提供を行うほか、

テーマ別展示や図書のセット貸出、リファレンス機能の提供により、情報発信と

情報活用相談の充実を図ります。 

○男女共同参画に関する調査・研究 

 男女共同参画に関する意識・実態や就業状況、市内企業の取組や、今後の政策

課題について、調査・分析・公表を行います。 

○国等や他自治体、関係団体との連携 

国・県・近隣市・政令市との調整により、広報・啓発事業の連携・協力や効果

的な実施を図ります。また、市長から国等に、女性活躍の取組の推進等につい
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て、様々な機会を通じて、国の制度及び予算に関する提案・要望を行います。 

○国内外への情報発信 

  大学や市民団体等と連携し、学生向け講義や市民向けセミナー等の機会をとら

えて、行政の取組を積極的に発信します。また、国際局や UN-Womenなどの国際関

係団体と連携しながら、互いのベストプラクティスを共有する場を持つなど、女

性活躍促進の観点からの国際的な連携や情報発信を進めます。 
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行政運営 行動計画の推進 

 

計画の推進に係る体制整備 

横浜市男女共同参画行動計画を推進するため、庁内外における体制を整備しま

す。また、公益財団法人男女共同参画推進協会と連携し、男女共同参画センターを

拠点とした、男女共同参画や女性活躍推進の取組を進めます。 

 

✦主な推進母体／会議  

○（公財）横浜市男女共同参画推進協会 

 男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりなくそ

の個性と能力を十分に発揮し、あらゆる分野に対等に参画しようとする市民の主

体的な活動を支援し、男女共同参画社会の実現に資することを目的に、昭和 62年

に設立されました。第４期指定管理（令和２年４月１日～５年間）の男女共同参

画センターの運営主体であり、外郭団体でもあります。 

○男女共同参画センター（３館） 

 横浜市男女共同参画推進条例第 11条で「男女共同参画の推進に関する施策を実

施し、並びに市民及び事業者による男女共同参画の推進に関わる取組を支援する

ための拠点施設」と定められ、設置されています。 

男女共同参画センター横浜（戸塚区）、男女共同参画センター横浜南（南区）、

男女共同参画センター横浜北（青葉区）の３館あり、指定管理者制度で運用して

います。 

○男女共同参画審議会 

 横浜市男女共同参画推進条例第 12条に基づく市長の附属機関であり、男女共同

参画行動計画に基づく施策の実施状況の確認や、新たな行動計画策定に関する意

見交換など、横浜市の男女共同参画の取組について外部委員が審議する場です。 

○男女共同参画推進会議 

 市長を会長とする会議で、副市長、局長、会長が指定する区長を委員とする庁

内会議です。横浜市男女共同参画推進会議規程に基づき、横浜市の男女共同参画

の推進に関する施策に係る重要事項に関する審議や進捗管理などを行います。 

○横浜市ＤＶ施策推進連絡会 

 横浜市における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための施策を

関係機関等の連携協力のもと総合的に推進するにあたり、関係者間の円滑な情報

交換や調整を行うことを目的とした連絡会であり、庁内外の委員で構成されてい

ます。 

○横浜市女性活躍推進協議会 

 横浜市の女性の活躍推進の加速化に向け、市内の経済団体や行政が連携し、男

女を含めた働き方の見直し、女性の登用促進、社会全体の機運の醸成につながる

広報 PRなど、地域の女性活躍を推進するための具体的な課題解決策を検討、実施

します。 
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参考資料 
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横浜市男女共同参画推進条例 

 

制  定 平成13年３月横浜市条例第18号 
                    最近改正 平成23年12月横浜市条例第50号 

 
横浜市は、女性問題の解決と女性の地位向上等に対する施策を積極的に展開し、男女平等に向

けた取組を進めてきた。しかし、性別による役割分担意識やそれに基づく社会慣行は依然として

根強く、男女平等の達成にはなお一層の努力が求められている。 

また、少子高齢化や家族、地域社会の変化、情報技術等の急速な進展などの社会経済状況の急

激な変化への対応も求められている。 

国においては、男女共同参画社会基本法が制定され、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責

任を分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮し、あらゆる分野に対等に

参画できる男女共同参画社会の形成が21世紀の最重要課題と位置付けられている。 

横浜市においても、社会経済状況の急激な変化の中で、市民のだれもが安全で安心して生き生

きと豊かに暮らしていくためには、横浜の地域特性を生かした男女共同参画社会の形成を最重要

課題と位置付け、これまでの取組を踏まえつつ、男女共同参画の総合的かつ計画的な推進につい

て、横浜市、市民及び事業者が協力、連携して取り組むことが必要である。 

ここに横浜市の男女共同参画の推進に関し、基本理念並びに横浜市、市民及び事業者の責務を

明らかにし、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施することにより、男女

共同参画社会を実現し、もって活力ある福祉社会横浜の実現に寄与するため、この条例を制定す

る。 

 

(目的) 
第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念並びに横浜市(以下「市」という。)、
市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策を総合的か

つ計画的に実施することにより、男女共同参画社会を実現することを目的とする。 

 

(定義) 
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる

分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的

及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うことをいう。 

(2) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動に対する相手方の対応によって不利益を与え、

又は性的な言動により相手方の生活環境を害することをいう。 

(3) 事業者 市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。 

 

(基本理念) 
第3条 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、性別により差別を

受けることがないこと、男女ともに個性が尊重され、能力を発揮する機会が確保されることそ

の他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 
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2 男女共同参画の推進に当たっては、性別による固定的な役割分担等を反映した社会における制

度又は慣行をなくすよう努めるとともに、これらの制度又は慣行が、男女の社会における活動

の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されなければならない。 

3 男女共同参画の推進は、男女が社会の対等な構成員として、市における施策及び事業者におけ

る方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければ

ならない。 

4 男女共同参画の推進は、家庭生活における家庭の構成員の協力並びに地域及び社会の支援の下

に、子の養育、介護その他の家庭生活における活動と就業、就学その他の社会生活における活

動とが円滑に行われるよう配慮されることを旨として、行われなければならない。 

5 男女共同参画の推進は、男女の対等な関係の下に、互いの性に関する理解及び決定が尊重され

るとともに、産む性としての女性の生涯にわたる健康の維持が図られることを旨として、行わ

れなければならない。 

6 男女共同参画の推進は、国際的な理解及び協力の下に、行われなければならない。 

7 男女共同参画の推進は、夫等からの女性に対する暴力等が根絶されることを旨として、行われ

なければならない。 

 

(市の責務) 
第4条 市は、男女共同参画の推進を施策の主要な方針として位置付け、前条に掲げる基本理念に

のっとり、横浜市における男女共同参画を推進する責務を有する。 

2 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するに当たり、市民、事業者、国及び他の地方

公共団体と連携し、及び協力するものとする。 

 

(市民の責務) 
第5条 市民は、男女共同参画に関する理解を深め、男女共同参画の推進に努めるとともに、市が

行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

 

(事業者の責務) 
第6条 事業者は、その事業活動に関し、男女共同参画の推進に努めるとともに、市が行う男女共

同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

 

(基本的施策) 
第7条 市は、男女共同参画を推進するため、次に掲げる基本的施策を行うものとする。 

(1) 男女共同参画の推進に関する広報活動等を充実し、市民及び事業者の理解を深めるととも

に、学校教育をはじめとするあらゆる分野の教育において、男女共同参画を推進するための

措置を講ずるよう努めること。 

(2) あらゆる分野における活動の意思決定過程において、男女間に参画する機会の格差が生じ

ないよう、市民及び事業者と協力し、啓発等に努めること。 

(3) 附属機関における委員を委嘱し、又は任命する場合にあっては、積極的に男女の均衡を図

るよう努めること。 

(4) 家庭責任を持つ男女がともに家庭生活及び家庭生活以外の活動を両立することができるよ
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うに、必要な支援を行うよう努めること。 

(5) 男女が互いの性を理解し、尊重するとともに、対等な関係の下で、妊娠及び出産について

決定することができるように、教育及び啓発に努めること。 

(6) 市民及び事業者が行う男女共同参画の推進に関する国際理解及び国際協力に係る活動に対

し、必要な支援を行うよう努めること。 

(7) 夫等からの女性に対する暴力及びセクシュアル・ハラスメントを防止し、これらの被害を

受けた者に対し、必要な支援を行うとともに、暴力による被害を受けた者を一時的に保護す

る施設に対する支援等に努めること。 

(8) 男女共同参画の推進に関する施策を効果的に実施するため、男女共同参画に関する調査研

究並びに情報の収集及び分析並びに市民及び事業者に対する情報の提供を行うこと。 

 

(行動計画) 
第8条 市長は、男女共同参画の総合的かつ計画的な推進を図るための行動計画(以下「行動計画」

という。)を策定するものとする。 

2 市長は、行動計画を策定するに当たっては、第12条第1項に規定する横浜市男女共同参画審議

会に諮問しなければならない。 

3 市長は、行動計画を策定したときは、これを公表するものとする。 

4 前2項の規定は、行動計画の変更について準用する。 

 

(年次報告) 
第9条 市長は、毎年、男女共同参画の状況、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況等を明

らかにする報告書を作成し、及び公表するものとする。 

2 事業者は、前項の規定による報告書の作成に当たり市長が行う調査に対して協力するものとす

る。 

 

(相談の申出) 
第10条 性別による差別等男女共同参画を阻害する要因によって人権が侵害されたと認める市民

(この項において、事業者の市内に存する事務所又は事業所の構成員を含み、15歳に達する日以

後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)は、その旨を市長に申し出ることができる。 

2 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、これに適切かつ迅速に対応するものとする。 

3 市長は、前項の規定により申出に対応する場合において、必要があると認めるときは、調査を

行うことができる。この場合において、関係者は、当該調査に協力するよう努めなければなら

ない。 

4 市長は、前項の規定による調査により、必要があると認めるときは、関係者に対し要請又は指

導を行うことができるものとする。 

5 前各項に定めるもののほか、申出に関する手続等必要な事項は、規則で定める。 

 

(男女共同参画推進拠点施設) 
第11条 市は、横浜市男女共同参画センター(横浜市男女共同参画センター条例(昭和63年3月横浜

市条例第10号)に基づき設置された施設をいう。)を、男女共同参画の推進に関する施策を実施



54 
 

し、並びに市民及び事業者による男女共同参画の推進に関する取組を支援するための拠点施設

とするものとする。 

(平16条例54・一部改正) 
 

(男女共同参画審議会) 
第12条 市長の諮問に応じ、行動計画その他男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議す

るため、市長の附属機関として、横浜市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

2 審議会は、市長が任命する委員20人以内をもって組織する。 

3 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の4割未満であってはならない。 

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

5 委員は、再任されることができる。 

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

(委任) 
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、平成13年7月1日から施

行する。 

 

附 則(平成16年10月条例第54号) 抄 

(施行期日) 
1 この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則 

この条例は、平成24年4月1日から施行する。 
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○横浜市男女共同参画推進条例施行規則 

平成13年6月29日 

規則第74号 

横浜市男女共同参画推進条例施行規則をここに公布する。 

横浜市男女共同参画推進条例施行規則 

 

(趣旨) 
第1条 この規則は、横浜市男女共同参画推進条例(平成13年3月横浜市条例第18号。以下「条例」

という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

(相談の申出) 
第2条 条例第10条第1項の規定による申出をしようとする者は、相談申出書(別記様式)を市長に

提出しなければならない。 

 

(調査の通知) 
第3条 市長は、条例第10条第3項の規定による調査を行おうとする場合は、当該調査に係る関係

者に対し、その旨を書面により通知するものとする。ただし、特別の事由があるときは、この

限りでない。 

 

(委員) 
第4条 条例第12条第1項の横浜市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次の各

号に掲げる者のうちから、市長が任命する。 

(1) 学識経験のある者 

(2) 市民 

(3) 条例第2条第3号に規定する事業者 

(4) その他市長が必要と認める者 

 

(会長) 
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職

務を代理する。 

 

(会議) 
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決すると

ころによる。 

 

(部会) 
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第7条 審議会に、部会を置くことができる。 

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。 

3 部会に部会長を置き、部会の委員の互選によりこれを定める。 

 

(関係者の出席等) 
第8条 会長は、審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若し

くは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 

(庶務) 
第9条 審議会の庶務は、政策局において処理する。 

 

(審議会の運営) 
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮っ

て定める。 

 

(委任) 
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、政策局長が定める。 

 

附 則 

(施行期日) 
1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。 

(横浜市男女共同参画審議会規則の廃止) 
2 横浜市男女共同参画審議会規則(平成13年3月横浜市規則第32号)は、廃止する。 

(経過措置) 
3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の横浜市男女共同参画審議会規則第3条第1
項の規定により互選されている会長及び同条第3項の規定により指名されている委員は、それぞ

れ第5条第1項の規定により互選された会長及び同条第3項の規定により指名された委員とみな

す。 

 

附 則(平成18年3月規則第84号)抄 

(施行期日) 
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。 

(経過措置) 
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。 

 

附 則(平成22年3月規則第29号)抄 

(施行期日) 
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。 

(経過措置) 
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。 
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附 則(平成27年5月1日規則第61号) 
この規則は、公布の日から施行する。 

 



















横浜市男女共同参画貢献表彰要綱 

制  定 平成 23年１月４日 市男女第 637号（市民局長決裁） 

最近改正 令和２年４月１日  政男女第 69号 （政策局長決裁） 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、横浜市における男女共同参画社会の形成に積極的に取り組み、他の模範と

して推奨できる個人又は団体を表彰することによって、男女共同参画社会づくりに対する市民

の一層の関心と意欲を高め、豊かで活力ある男女共同参画社会の実現に資することを目的とす

る「横浜市男女共同参画貢献表彰」の実施に必要な事項を定めるものとする。 

 

（表彰の種類・対象） 

第２条 市長は、次の各号に該当するもので、適当と認めるものを表彰する。 

 (1) 功労大賞 

   本市における男女共同参画社会の形成に向けた気運の醸成に顕著な功績のあった個人・団

体、又は実践的な活動を積み重ね男女共同参画の推進に貢献してきた個人・団体。 

 (2) 推進賞 

   本市における先駆的、実践的な活動により今後の男女共同参画社会の推進者として活躍が

期待できる個人・団体。 

２ 前項の規定により表彰を受ける者は、次のいずれかに該当するものでなければならない。 

(1) 本市に在住、在勤若しくは在学する個人又は本市に所在する企業若しくは団体 

(2) もっぱら本市の市域内において活動してきた個人、企業又は団体 

３ 前項の規定による「個人」には、推薦日から概ね過去 1年以内に死亡した故人も含むものと

する。 

  

（候補者の推薦） 

第３条 次の各号の長は、表彰にふさわしい候補者を市長に推薦することができる。 

 (1) 横浜市各区局及び統括本部 

 (2) 横浜市市民協働推進センター 

 (3) 横浜市男女共同参画推進協会 

 (4) 横浜市スポーツ協会 

 (5) 横浜市芸術文化振興財団 

 (6) よこはまユース 

 (7) 横浜市国際交流協会 

 (8) 横浜市社会福祉協議会 

 (9) 横浜企業経営支援財団 

 (10) 横浜商工会議所 

 (11) その他政策局長が必要と認める団体 

２ 前項の規定により推薦を行う者は、横浜市男女共同参画貢献表彰候補者推薦調書（様式１、

様式２）により、推薦するものとする。 

 

（被表彰者の決定） 

第４条 市長は、横浜市男女共同参画審議会に諮問し、その答申を踏まえて被表彰者を決定する

ものとする。 

 



（被表彰者の数） 

第５条 この表彰における被表彰者の数は、原則として「功労大賞」を 1 名または 1 団体とし、

「推進賞」を数名または数団体とする。 

 

（表彰の方法） 

第６条 表彰は、毎年度市長が行い、表彰状を授与する。 

２ 表彰には記念品を添えることができる。 

 

（表彰の除外） 

第７条 次の各号の一に該当するものについては、表彰の対象から除くものする。 

(1) この要綱による、同一の種類の表彰を既に受賞したもの 

(2) 男女共同参画を本務とする市の出資法人及びその法人に現在在職する役員または職員 

(3) 罰金以上の刑に処せられた者。ただし、刑の言渡しの効力が失われたものとされた者を

除く。 

 

（事務局） 

第８条 表彰に関する事務は、政策局男女共同参画推進課において行う。 

 

（実施細目） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、表彰の実施について必要な事項は、政策局長が別に定め

る。 

 

 
附 則 

この要綱は、平成23年１月４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成23年８月10日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成24年８月15日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成25年８月20日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成28年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成31年３月26日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 





推薦 

理由 

 

横浜市

への 

貢献 

横浜市域でどのような貢献や活動をしてきたか、具体的に記載してください。 

主な 

活動の 

経歴 

年月日 経歴 

  

  

  

  

  

  

  

候補者について下記の項目につき、それぞれ具体的に記載してください。また、候補者の実績や事業内容の
資料を添付する場合は、Ａ４用紙３ページ以内で提出してください。（新聞記事等含む。） 

項目 

ア 貢献度（横浜市の男女共同参画社会の実現に向け、様々な分野で自ら積極的に活動してきた、
また後進の育成に努めてきたなど、大きく貢献しているか） 

 

 

 

 

イ 成果・影響度 （活動の業績が顕著であり、社会に大きな影響を与えてきたか） 

 

 

 

 

ウ 先駆性（女性（男性）の少ない分野に挑戦するなど、女性（男性）の新たな社会参画を支援す
るものであるか） 

 

 

 

 

エ アピール度（本表彰を受賞することにより、男女共同参画の推進の事例として人々に訴えかけ
るものであるか） 

 

 

 





 

推薦 

理由 

 

横浜市

への 

貢献 

横浜市域でどのような貢献や活動をしてきたか、具体的に記載してください。 

主な 

活動の 

経歴 

年月日 経歴 

  

  

  

  

  

  

  

候補者について下記の項目につき、それぞれ具体的に記載してください。また、候補者の実績や事業内容の

資料を添付する場合は、Ａ４用紙３ページ以内で提出してください。（新聞記事等含む。） 

項目 

ア 先導度（女性（男性）が自らもチャレンジしたいと思うような身近なモデルであるか） 

 

 

 

 

イ 成果・期待度（活動の業績が十分にあり、今後も発展的に活躍することが期待できるか） 

 

 

 

 

ウ 先駆性（女性（男性）の参画があまり進んでいない分野でのチャレンジなど、女性（男性）に
とって先駆的なチャレンジであるか） 

 

 

 

 

エ アピール度（本表彰を受賞することにより、男女共同参画の推進の事例として人々に訴えかけ
るものであるか） 

 

 

 



横浜市男女共同参画貢献表彰審査要領 

１ 目的 

この要領は、横浜市男女共同参画貢献表彰の被表彰者の決定を行うにあたって、必要な事項

を定めるものとする。 

２ 審査方法 

被表彰者の審査は、次の手順により行うものとする。 

 (1) 横浜市男女共同参画審議会での審査 

ア 書面による事前評価  

横浜市男女共同参画審議会（以下「審議会」）の委員は、この要領の評価及び審査項目の

視点から事前に評価を行い、事前評価表（別紙１）に記載して事務局へ提出する。 

    イ 審議会における評価 

審議会は、審議会委員の事前評価を参考に、候補者について審査し、その結果を市長へ 

報告（答申）する。 

(2) 被表彰者の決定 

   市長は、審議会の審査内容をもとに、被表彰者を決定する。 

３ 評価及び審査項目 

(1) 功労大賞 

ア  貢献度 （横浜市の男女共同参画社会の実現に向け、様々な分野で自ら積極的に活動し

てきた、また後進の育成に努めてきたなど、大きく貢献しているか） 

イ  成果・影響度 （活動の業績が顕著であり、社会に大きな影響を与えてきたか） 

ウ  先駆性 （女性（男性）の少ない分野に挑戦するなど、女性（男性）の新たな社会参画を支

援するものであるか） 

エ  アピール度 （本表彰を受賞することにより、男女共同参画の推進の事例として人々に訴え 

かけるものであるか） 

 (2) 推進賞 

ア  先導度 （女性（男性）が自らもチャレンジしたいと思うような身近なモデルであるか） 

イ  成果・期待度 （活動の業績が十分にあり、今後も発展的に活躍することが期待できるか） 

ウ  先駆性 （女性（男性）の参画があまり進んでいない分野でのチャレンジなど、女性（男性）

にとって先駆的なチャレンジであるか） 

エ  アピール度 （本表彰を受賞することにより、男女共同参画の推進の事例として人々に訴え

かけるものであるか） 

 

４ その他（審査からの除斥） 

   審査会の委員が、表彰の候補となっている個人の親族または団体の構成員である場合、当該委

員は、その年度の表彰の審査には参加できないこととする。なお、除斥の要件にあてはまる場合、

委員は、あらかじめ申出書（別紙２）により、その旨を委員長に申し出なければならない。 





【参考 過去の受賞者・受賞団体】 
 

年度 区分 受賞者（敬称略） 

令 
和 
元 
年 
度 

功労大賞 

【個人】 

・髙橋 和子（公益財団法人横浜市体育協会評議員 静岡産業大学教授） 

横浜市スポーツ振興審議会初の女性会長、(公社)日本女子体育連盟会長、

スポーツ庁スポーツ審議員などの要職において、学校体育やスポーツ分

野における女性参画の拡大や女性アスリートの競技力向上に尽力されま

した。 

・松本 和子 （特定非営利活動法人ふらっとステーションドリーム理事長 

特定非営利活動法人いこいの家夢みん 副理事長） 

大規模団地において、子育てや介護を主婦の仕事から地域住民の共助に

組織化し、また「市民セクターよこはま」を立ち上げ、市民と市政との

まちづくりの協働に尽力されました。 

 

推進賞 

【個人】 

・関 治美（新吉田あすなろ連合町内会長） 

 地区連合町内会長や地区社会福祉協議会会長として地域活動に取り組

み、地域の女性リーダーとして活躍されています。 

・防後 優子（城郷地区連合町内会長） 

地区連合町内会長として地域活動に取り組むほか、消防団活動や小机城

址まつりなどに携わり、地域の女性リーダーとして活躍されています。 

・梁田 理惠子（中区民生委員児童委員協議会会長） 

民生委員・児童委員活動やこども食堂の運営などを通して、乳幼児から

高齢者まで幅広い世代の見守りを行い、地域活動に尽力されています。 

 

【団体】 

横浜市消防団 

災害出場や防災指導、広報など幅広い分野で女性が活躍し、男女がとも

に力を発揮する組織として、安全安心なまちづくりに貢献しています。 

 

平 
成 
30 
年 
度 

功労大賞 

【個人】 

・平出 田鶴子（社会福祉法人あさひ理事長） 

国に先駆けてホームヘルパーの養成、派遣に着手し、女性の社会参加や

就業の機会を拡大させました。以来多くの介護人材を養成しながら、障

害福祉サービス事業にも貢献しています。 

 

【団体】 

・認定 NPO 法人エンパワメントかながわ 

暴力のない社会を目指して、多様な年代に対する暴力防止プログラムの

提供に取り組んでいます。全国初となるデートＤＶに特化した電話相談

「デートＤＶ110 番」を開設し、多くの相談を受けています。 

 



・認定 NPO 法人地球市民 ACT かながわ（TPAK） 

インドにおける女性のためのセーフティネットの構築や若い世代への男

女平等の啓発など、アジアの子どもや女性の支援を通じ、市民のジェン

ダーへの関心を喚起しています。 

 

推進賞 

【個人】 

・東 みちよ（一般社団法人スマート・ウィメンズ・コミュニティ代表理事） 

環境や食をテーマとした、子育て中でも参加しやすい女性の活躍の場、

交流の場づくりを行うとともに、多くの女性の起業を支援しています。 

 

【団体】 

・特定非営利活動法人森ノオト 

子育て世代の女性がローカルメディアなど地域で活躍できる場を提供

し、環境・まちづくり分野での子育てと社会参加の両立を進めています。 

 

平 
成 
29 
年 
度 

功労大賞 

【個人】 

・大越 由美子（旭区希望が丘東地区連合自治会副会長） 

民生委員児童委員協議会の女性会長の先駆けとして、長年にわたり横浜

市の民生委員活動を牽引しながら、地域のジュニアボランティア活動や

災害時要援護者支援の取組など、地域福祉活動の推進に尽力されていま

す。 

・大伴 好子 （つるみ子育て・個育ちフォーラム運営委員会会長  

鶴見区更生保護女性会会長 鶴見区市場下町自治会長） 

長年にわたり地域活動における女性リーダーとして学校・家庭・地域の

連携向上、青少年の健全育成、更生保護及び人権擁護活動に貢献されて

います。 

 

推進賞 

【個人】 

・武居 和子 （横浜市レディース卓球連盟会長） 

卓球界での女性の地位向上や男女平等に取り組んでいるほか、障害の有

無に関わらず卓球を通じた社会参画や仲間との交流ができる環境の提供

に貢献されています。 

・藤田 美智子（鶴見区障害児者団体連合会会長） 

地域の障害分野の女性リーダーとして関係諸団体を統括しながら、障害

福祉施設の自主製品の販売促進、新成人を祝うつどいや運動会の開催な

ど地域の障害児・者福祉の向上に尽力されています。 

 

【団体】 

・ボランティアいでたち（栄区で活動する男性ボランティアグループ） 

栄区で、男手を活かし地域の高齢者や障害者の生活支援を行う男性ボラ

ンティアグループで、退職後の男性の活躍や仲間づくりを実現しながら

地域に貢献されています。 
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